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高浜町ふるさと納税支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 目的 

高浜町（以下「本町」という。）では、ふるさと納税制度を通じて、本町の取組に共感し応

援してくださる寄附者を増やすとともに、返礼品の提供を通じて本町及び本町の特産品等の魅力を

広く発信しているところである。 

本実施要領では、ふるさと納税に関する業務（寄附の募集、寄附情報の管理、返礼品の発注・

発送管理・事業者や返礼品の新規開拓等）を効率的かつ効果的に行うことを目的として、公募

型プロポーザル方式により受託事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 
２ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者（以下「事業者」という。）は、公告日時点において次に掲げる

全ての要件を満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２） 高浜町暴力団排除条例(平成２３年条例第２１号。以下「暴力団排除条例」という。) 

第２条第１項から第３項に該当しない者であること。 

（３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申し立て、会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続きの開始の申し立て、又

は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続き開始の申し立てが行われ

ていないこと。 

（４） この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、国や地方自治体からの受注業務に

関し、指名停止の措置を受けていないこと。 

（５） 本業務について、十分な業務遂行能力と、本業務と類似の業務の受注実績を有すること。 
 
 

３ 業務の概要 

（１）名称 

高浜町ふるさと納税支援業務 

（２）履行期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

※契約締結日から令和４年９月３０日までは業務開始に向けた準備期間とし、原則委託料は

発生しないものとする。 

（３）内容 

別紙「高浜町ふるさと納税支援業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

※本仕様を満たさない軽微な事項がある場合であっても具体的な代替案が提案できる場合は、

この限りでない。 

（４）委託料の見積限度額 

寄附金額の１０％（消費税及び地方消費税を除く。）※当該委託料には、返礼品の調達費用及び発送費

用、寄附金受領証明書等の発送に係る費用、ポータルサイトの使用料、クレジットカード等の決済手

数料は含めない。 
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※当該委託料のうち、総務省告示「寄附金の募集に要する費用」に該当する費用は寄附金額

の４％以内とする。 

 
４ スケジュール 

内  容  日  時  

公募開始（公告） 令和４年５月２３日（月） 

質問書提出期限 令和４年６月３日（金）午後５時 

質問書に対する回答期限 令和４年６月１０日（金） 

参加表明書提出期限 令和４年６月１３日（月）午後５時 

企画提案書提出期限 令和４年６月１３日（月）午後５時 

プレゼンテーション 令和４年６月１７日（金）午前９時 

審査結果通知 令和４年６月２８日（火） 

契約の締結 令和４年９月以降（予定） 

返礼品提供事業者対応 
ポータルサイト修正作業 

 

令和４年６月～令和４年９月（予定） 

ポータルサイト受付開始 令和４年１０月１日（予定） 

 

５ 実施要領等の配布 

（１）配布開始日 

令和４年５月２３日（月） 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

（２）配布資料 

・高浜町ふるさと納税支援業務プロポーザル実施要領 

・高浜町ふるさと納税支援業務仕様書 

（３）配布方法 

高浜町総務課窓口で直接受け取るか高浜町ホームページからダウンロードすること。 
 
 

６ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

令和４年６月３日（金）午後５時 

（２）提出方法 

質問書（様式３）に記載の上、電子メールで提出すること。なお、件名に「【質問】ふるさと

納税プロポーザル（事業者名）」と記載し、電話で着信確認を行うこと。また、質問は、参

加表明書、企画提案書等の記載方法及び業務仕様書の内容に関するものに限り、受け付ける

ものとする。 

（３）提出先 

高浜町役場 総務課 
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メールアドレス：soumu@town.takahama.lg.jp 

電話：０７７０－７２－７７００（直通） 

（４）回答方法 

提出された質問に対する回答については、令和４年６月１０日（金）までに高浜町ホームペ

ージ上に掲載するとともに、質問者に対し、掲載した旨を電子メールで通知する。 

 
７ 参加表明書等の提出 

（１）提出期限 

令和４年６月１３日（月）午後５時 

（２）提出方法 

次の方法のいずれかにより提出すること。

ア 持参 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に限る。

イ 郵送 

書留等の配達状況確認が可能な方法で、期限までに到着したものに限る。

ウ 電子メール 

ＰＤＦデータに変換し提出すること。件名に「【参加表明書】ふるさと納税プロポーザル 

（事業者名）」と記載し、電話で着信確認を行うこと。なお、データの容量の合計が５メガ

バイトを超える場合は、大容量データ転送サービス等を活用し提出すること。 

（３）提出部数 

２部（正本１部、副本１部）※持参又は郵送の場合 

ＰＤＦデータ一式 １部  ※電子メールの場合 

（４）提出書類 

①プロポーザル参加申込書（様式１） 

②企画提案書類提出届（様式２） 

③会社概要（様式任意） 

④業務実施体制（様式任意） 

⑤関連業務実績書（様式任意） 

（５）提出先 

〒９１９－２２９２  

福井県大飯郡高浜町宮崎第８６号２３番地２ 

高浜町役場 総務課 

メールアドレス： soumu@town.takahama.lg.jp 

電話：０７７０－７２－７７００（直通） 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出期限 

mailto:soumu@town.takahama.lg.jp
mailto:soumu@town.takahama.lg.jp
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令和４年６月１３日（月）午後５時 

（２）提出方法 

次の方法のいずれかにより提出すること。

ア 持参 

午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に限る。

イ 郵送 

書留等の配達状況確認が可能な方法で、期限までに到着したものに限る。

ウ 電子メール 

ＰＤＦデータに変換し提出すること。件名に「【参加表明書】ふるさと納税プロポーザル 

（事業者名）」と記載し、電話で着信確認を行うこと。なお、データの容量の合計が５メガ

バイトを超える場合は、大容量データ転送サービス等を活用し提出すること。 

（３）提出部数 

８部（正本１部、副本７部、同じ内容のデータをＣＤ－Ｒ等で１部）※持参又は郵送の場合 

（４）提出書類 

①企画提案書（様式任意） 

②見積書（様式任意） 

（５）提出先 

〒９１９－２２９２ 福井県大飯郡高浜町宮崎第８６号２３番地２ 

高浜町総務課 

メールアドレス：soumu@town.takahama.lg.jp 

電話：０７７０－７２－７７００（直通） 
 
 

９ 提出書類に係る留意事項 

 

№ 

 

提出書類名 
 

留意事項 

 
１ 

プロポーザル
参加申込書
（様式１） 

 

必要事項を記入し、代表者印を捺印のこと 

 
２ 

企画提案書提
出届 
（様式２） 

 

  必要事項を記入し、代表者印を捺印のこと 

 
３ 

会社概要 
（様式任意） 

会社概要、営業所、連携会社等、保有するスタッフの状況を簡潔に
記載すること。 

 

４ 

 

 

 

 

業務実施体制 
（様式任意） 

本業務の業務実施体制（全体の体制図や本業務における連携体制・配
置人員、専任又は兼任の別等）や業務実施上の配慮事項、特に重視する
事項等について、簡潔に記載すること。 

本業務を複数の企業で行う場合は、連携企業においても状況を簡潔に
記載すること。 

 

mailto:soumu@town.takahama.lg.jp
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５ 

 

関連業務実績
書（様式任
意） 

本業務と同種の業務及び関連する業務の過去３年間（令和元年度～ 令
和３年度）の受注実績【業務名、発注者、契約金額、業務内容、契約期
間、成果等】を最大５件まで記載すること。業務実績を示す資料があれ
ば添付すること。 

 

６ 

 

 

 企画提案書 

（様式任意） 

 

Ａ４版、横型、片面横書きで作成すること。 

本企画提案書は、企画提案重視の審査の実現と、審査会で審査をする

際、複数の企画提案書を容易に比較できるようにするためのものであ

る。作成にあたっては、企画提案を審査するものが特段の専門的な知識

を有していなくても理解できるよう留意すること。 

記載内容は、仕様書に基づき、別表の審査基準を踏まえて、以下の項目

について作成すること。なお、ボリュームを評価の対象とはしないた

め、読みやすさや簡潔さに留意すること。 

 

１．基本方針 

①提案の特徴 

②業務の方針 

③目標とする寄附金額 

※提示した目標金額が高額であるからといって、高得点が得られるとい

うものではない。 

④個人情報保護、情報セキュリティ対策 

 

２．具体的な業務内容 

①寄附情報管理 

②ポータルサイトの運用及び管理 

③返礼品発注及び配送管理 

④寄附者への対応 

⑤関係書類の発送 

⑥寄附の拡大に向けた取り組み 

⑦その他 

※ワンストップ特例申請書の受付業務が可能な場合は記載すること。 

※仕様書記載外の独自の提案があれば記載すること。 

 

 

７ 

 

見積書 

（様式任意） 

 

年間寄附金額を50,000,000円（20,000円×2,500件）と仮定する。 

以下の項目ごとに、単価及び金額が分かるように記載すること。なお、

返礼品代金及び配送料は含めないこと。 

１．業務委託料 

※委託料のうち、総務省告示「寄附金の募集に要する費用」に該当する

部分について記載すること。 

２．寄附金受領証明書、お礼状、ワンストップ特例申請書、返信用封筒

の印刷及び発送代行に要する費用 

※発送に係る郵便料及び用紙・封筒代等を含めること。 

※ワンストップ特例申請書の発送を含む場合と含まない場合で単価が異

なる場合は、備考欄に記載すること。 

３．その他費用 

※上記費用とは別に本町に負担が発生する経費がある場合は、記載する

こと。 

※詳細を備考欄に記載すること。 
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※ 書類は、正確な内容とし記入枠が不足する場合は枠を適宜広げて記入すること。ただ
し、簡潔・明瞭にまとめることとし、提出が求められていない資料を添付する等、過大なも
のとならないように留意すること。 

 

１０ 企画提案の審査方法 

（１）審査委員会の設置 

事業者を公平かつ公正に評価するため、「高浜町ふるさと納税支援業務プロポーザル審査委員会」

（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

（２）審査方法 

プレゼンテーションによる審査を実施し、審査委員会の審査により本業務に最も適すると認

められる事業者を選定する。 

（３）審査会 

高浜町役場もしくは、オンラインで実施する。 

開催日 令和４年６月１７日（金） 

所要時間 プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分程度

その他 開催日時、接続方法等詳細は別途通知する 

（４）審査基準  

別表「企画提案書審査基準」のとおり 

（５）留意事項 

・プレゼンテーションは、提出された企画提案書に基づき行うものとし、追加の企画提案は

認めない。 

・参加表明書を提出した事業者が６者を超える場合には、参加表明書及び企画提案書による 

第一次審査を実施し、上位５者を審査会への参加事業者とする。第一次審査は、事務局

において実施し、審査委員会の了承を得たうえで選定する。なお、審査は「企画提案書

審査基準」に基づき行う。 

（６）審査結果の通知 

審査会参加事業者に対し、審査結果を書面で通知するとともに、最優秀提案者及び次点

者のみ、高浜町ホームページ上に掲載する。 

 
１１ 契約の締結 

プロポーザルで選定された事業者を契約候補者とし、提案内容を踏まえて委託内容、経費等

の詳細について協議を行う。協議が成立した場合は、契約を締結する。 

選定された事業者との協議が整わない場合や、事業者が「２ 参加資格要件」のいずれかを

満たさなくなった場合や事故等の特別な事由により契約が不可能となった場合は、審査結果が

次点の事業者と協議を行う。 

 
１２ 失格条項等 

次のいずれかに該当する場合には、失格とする。 

（１）審査委員に直接又は間接を問わず連絡を求めた場合 
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（２）審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）企画提案書を複数提出した場合 

（５）提出書類の提出方法及び提出期限を遵守しない場合 

（６）プロポーザル参加資格を有しないものが提出した場合 

（７）提出書類に盗用した疑いがあると事務局が認めた場合 

（８）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（９）その他、不適格と認めた場合 

 
 

１３ その他事項 

（１）提出後の提出書類等の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、誤字・脱字などの軽

微な修正及び審査委員会から要請のあったものについてはこの限りでない。 

（２）提出書類等は返却しない。 

（３）提出書類等の著作権は、本町に帰属することとする。ただし、本町と契約を締結しなかっ

た事業者が提出した書類の著作権については、提出者に帰属するものとする。 

（４）提出書類等は、選定作業の過程において、作業上必要な範囲で複製することがある。 

（５）提出書類等は、高浜町情報公開条例に基づき、公開することがある。 

（６）審査の経緯及び結果についての異議申し立ては受け付けない。 
 
 

１４ 問い合わせ先 

高浜町総務課  

住 所：福井県大飯郡高浜町宮崎第８６号２３番地２ 

電 話：０７７０－７２－７７００（直通） 
F A X：０７７０－７２－４０００ 
メール：soumu@town.takahama.lg.jp 
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企画提案書審査基準 
（別表） 

 

 

評価項目 

 

評価基準 

 

配点 

 
 

１．業務体制 

業務を適切かつ円滑に遂行できる体制となっているか。また、必要な人員を適

正に配置しているか。 

 

１５点 

業務実施において町内事業者との連携が見込まれるか。 １０点 

２．業務実績 ふるさと納税業務又は同様の業務について十分な実績を有しているか。 １０点 

 

 

 
３．寄附情報管理 

個人情報の取扱いをはじめとした情報セキュリティについて適切な対策が講

じられているか。 

 

１０点 

本町が寄附を受け付ける各ポータルサイト及びポータルサイト以外からの寄

附申込について、一元的な情報管理が可能か。 

 

１０点 

提供される寄附管理システムは、本町が必要とする機能を有しているか。 １０点 

４．ポータルサイトの
運用及び管理 

各ポータルサイトの管理が可能か。また、返礼品の新規登録時及び情報更新時

において、迅速な対応が可能か。 

 

１０点 

 
５．返礼品発注及び

配送管理 

返礼品の在庫管理・品質管理、発注及び配送管理が適切に行える体制となって

いるか。また、返礼品提供事業者の利便性に配慮されているか。 

 

１０点 

 

６．寄附者への対応 

寄附者からの問い合わせ及び苦情に対して、迅速かつ適切な対応が可能か。 １０点 

問い合わせ等に係る本町との情報共有及び連絡体制は適切か。 １０点 

７．関係書類の発送 本町が必要とする書類の発送が可能か。 １０点 

 

 

 
８．寄附の拡大に向けた

取り組み 

自ら積極的かつ戦略的に新規返礼品及び新規事業者を増やすような取り組み

が期待できるか。 

 

２５点 

返礼品提供事業者へのサポート体制は適切か。また、魅力的な返礼品が提供さ

れるための助言やサポートが期待できるか。 

 

２５点 

ポータルサイトの改良策について明確に示されているか。また、本町及び返礼

品の魅力が十分に伝わり、寄附の拡大が見込めるページとなることが期待でき

るか。 

 
２５点 

 
９．見積価格 

 

適切な見積価格が提示されているか。 

 
１０点 

  

 合計 

  

２００点 

 

・最低必要とする点数 

提案採点結果が、１００点未満（満点の５割未満）の場合は、失格とする。 

 

 


